
第 ２ 号 平成２４年度徳島県電気事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県電気事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県電気事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�２ 建設改良工事 和田島太陽光発電所建設事業 ２２６，８００千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額２，７５１，９７４千円」を「不足する額２，９７８，７７４千円」に，「過年度分損益勘定留保資金１，８５５，１３８千円」を「過年度分

損益勘定留保資金２，０８１，９３８千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３，０３８，９２９千円 ２２６，８００千円 ３，２６５，７２９千円

第１項 建 設 改 良 費 ２，５２３，９９０千円 ２２６，８００千円 ２，７５０，７９０千円

第４条 予算に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第８条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

和田島太陽光発電所建設事業工事請負契約 平 成 ２５ 年 度 ５２９，２００千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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平成24年9月議案



再校

�

平成24年9月議案



第 ３ 号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ５５２，１９０千円 ６０７，１９０千円

阿南工業用水道改良工事 １５３，９７０千円 １６３，９７０千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額８１２，３５３千円」を「不足する額８７７，３５３千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２，１８２千円

及び過年度分損益勘定留保資金７８０，１７１千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，２７７千円及び過年度分損益勘定留保資金８４２，０７６千円」

に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９５６，１８３千円 ６５，０００千円 １，０２１，１８３千円

第１項 建 設 改 良 費 ７０６，１６０千円 ６５，０００千円 ７７１，１６０千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第 ４ 号 平成２４年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県駐車場事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成２４年度徳島県駐車場事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 事 業 収 益 ８３，７２４千円 １１，６３１千円 ９５，３５５千円

第１項 営 業 収 益 ８３，０３３千円 △３，０００千円 ８０，０３３千円

第３項 特 別 利 益 １４，６３１千円 １４，６３１千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ７８，５５２千円 ７，０００千円 ８５，５５２千円

第１項 営 業 費 用 ７６，５４１千円 ７，０００千円 ８３，５４１千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
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